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「（仮称）大崎鳥屋山風力発電事業 計画段階環境配慮書」に対する技術審査会答申の形成 

 

答  申  案  
答申の考え方  

（関連ページは，配慮書本編のページ数）  
備  考  

 
 
【１ 全般的事項】  

（１）   事業実施想定区域（以下「想定区域」という。）内には，水

源かん養保安林や土砂流出防備保安林が存在しているほか，当

該区域には，埋蔵文化財があり，複数の住居も近接している。  
 このことから，想定区域の適切な絞り込みを行い，周辺の自

然環境や生活環境に配慮すること。  

  
 ・想定区域及びその周辺に保全対象が存在するため，配慮するよう求

めるもの。  
「関連ページ：（配慮書）９０，１１８，１２８，１５３」  

  
・想定区域は，県ゾーニングマップにおいて導入可能性エリアとなっ

ている地域であるため，区域の選定経緯等の記載は求めないこととす

る。  
 「関連ページ：８」 

【参考：（仮称）白石越河風力発電事業（白石鉢森山風力発電事業）】 

 
 
 

 
（２） 本事業との累積的な環境影響が懸念される他の風力発電事業等

については，今後，環境影響評価図書等の公開情報の収集や当該

事業者との情報交換等に努め，累積的な環境影響について適切な

予測及び評価を行うこと。また，その結果を踏まえ，風力発電設

備等の位置，規模，配置及び構造を検討すること。  
 
 

  
 ・本事業に近接して「（仮称）宮城山形北部風力発電事業」が計画さ

れているため，累積的な影響について適切に予測・評価するよう求め

るもの。  
 「関連ページ：４」 

【参考：（仮称）白石越河風力発電事業（白石鉢森山風力発電事業）】 

 
 

 
（３） 想定区域の絞り込みに当たっては，資材輸送，林道の新設・拡

幅及び風車の設置等による動植物への影響や温室効果ガスの排出

等，全体としての環境負荷の低減に最大限配慮すること。  

  
・図書には，林道の敷設状況等が示されていないことから，資材輸送

等に伴う森林の開発の影響も考慮し，対象事業実施区域を検討するよ

う求めるもの。  
【参考：（仮称）白石越河風力発電事業（白石鉢森山風力発電事業）】 

 

 
（４） 想定区域周辺の住民，地元自治体及び関係者に対して，環境影

響に関する情報を積極的に提供するとともに，理解を得ながら事

業を進めること。  
 

  
・環境アセスメントを行う上での基本的な事項として，これまでの答

申でも必ず記載しているもの。 

 

   
 

資料１－４－２ 
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【２ 個別的事項】  
 （１）騒音，低周波音及び風車の影  

想定区域近傍には，住居のほか，幼稚園や福祉施設等特に静音を要

する施設があることから，風車の稼働に伴う騒音，低周波音及び風車

の影による生活環境への影響について調査，予測し，重大な影響の有

無について評価した上で，方法書を作成すること。 
 

  
  想定区域に複数の住居や静穏を要する施設が存在（直近で 0.1km）

することから，風車の稼働による騒音等の影響について，適切に調査、

予測及び評価するよう求めるもの。 
【参考：（仮称）七ヶ宿長老風力発電事業】 

 

 

 
（２） 地形及び地質  

  イ 想定区域全体が，日本の典型地形（火砕流台地）に該当する。こ

の地形は，環境アセスメントに資する等の目的で国土地理院が調査

・選定した学術上重要な地形であることを認識した上で，事業実施

による影響を調査，予測及び評価し，重大な影響を回避又は十分に

低減できない場合は，それらの地域及び周辺を想定区域から除外す

ること。 
 

ロ 想定区域の北側に地すべり地形，砂防指定地及び土砂災害危険箇

所（土石流危険渓流）が存在するため，危険渓流の流域も含めて把

握した上で，調査，予測及び評価をし，重大な影響を回避又は十分

に低減できない場合は，それらの地域及び周辺を想定区域から除外

すること。 

 
 
 
 
イ 想定区域全域が、日本の典型地形である「青木原－岩出山牧場一帯」

に位置していることから，事業による影響を適切に調査・予測・評価す

るよう求めるもの。  
「関連ページ：３１」

【参考：（仮称）大和風力発電事業】  
 
 
ロ 想定区域の北側に砂防指定地及び土砂災害危険箇所（土石流危険渓

流）が存在するため，必要に応じて区域から除外するよう意見するも

の。  
 「関連ページ：３２，１３１，１３２」

【参考：（仮称）大和風力発電事業】 

 
 
 

 
（３） 植物  

 想定区域中央に植生調査により植生自然度が高いとされた群落が

存在しているため，現地調査により，その群落の区域を明らかにし

た上で，植物への影響を適切に予測及び評価すること。 
 

  
  想定区域内に特定植物群落は存在していないものの，植生自然度が

９以上の群落が存在している可能性があることから，自然度の高い群

落の場所を把握した上で，適切に予測評価するよう求めるもの。 
「関連ページ：６８，１７６」  

【参考：(仮称)大和風力発電事業（仮称）宮城山形北部風力発電事業】 

 

 
（４） 景観  

イ 国道４７号に沿う温泉街（川渡温泉から鳴子温泉まで），陸羽東

線の車窓及び国道４７号沿線も調査地点として設定し，方法書を作

成すること。また，それらの眺望点からの景観への影響を回避又は

十分に低減すること。 
 
ロ 風車による景観の圧迫感を考慮した上で，生活圏からの囲繞景観

への影響を調査，予測及び評価し，適切に想定区域の絞り込みを行

うこと。  

  
 
 イ   大崎市の旧鳴子町内からの眺望景観への影響について，適切に把

握するよう調査地点の追加を求めるもの。  
「関連ページ：１９４」  

【参考：（仮称）宮城山形北部風力発電事業】 
 
 ロ 想定区域に複数の住居等が近接することから，生活する上での風

車の圧迫感について，予測・評価を行い，区域の設定を行うよう求

めるもの。 
【参考：（仮称）七ヶ宿長老風力発電事業】 

 
 

 


